江戸川区介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱（抜粋）

（補助金交付対象者）
第４条
この要綱に基づく補助金の交付対象となる者は、介護サービス事業所を運営し、次条に規定する介護職員等を雇用するとともに、第６条に規定する宿舎を借り上げ、これに当該介護職員等を居住させている対象法人とする。ただし、国又は他の地方公共団体からこの要綱に定めるものと同様の補助金等の交付を受けている法人を除く。

（補助対象入居者）
第５条
この要綱に基づく補助の対象となる者は、介護職員等であって、世帯主又はこれに準ずる者（以下「補助対象入居者」という。）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(１)　平成31年３月31日までに対象法人が借り上げた宿舎に入居している者（同年４月１日以後に採用され、同日以後新たに入居した者を除く。）
(２)　対象事業所から住居手当等を支給されている者又は住居手当等を支給されている同居者がいる者

（補助対象となる宿舎）
第６条
この要綱に基づく補助の対象となる宿舎は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(１)　福祉避難所であり、次に掲げる要件を全て満たす宿舎
ア　対象法人が雇用する介護職員等を居住させるために借り上げている宿舎であること。ただし、対象法人又は対象法人の役員若しくはその親族等が所有するものを除く。
イ　借り上げている宿舎が福祉避難所の半径10キロメートル圏内にあること。
ウ　現に補助対象入居者が入居していること。
(２)　災害時協定締結事業所であり、次に掲げる要件を全て満たす宿舎
ア　対象法人が雇用する介護職員等を居住させるために借り上げている宿舎であること。ただし、対象法人又は対象法人の役員若しくはその親族等が所有するものを除く。
イ　借り上げている宿舎が災害時協定締結事業所の半径10キロメートル圏内にあること。
ウ　現に補助対象入居者が入居していること。
(３)　その他事業所であり、次に掲げる要件を全て満たす宿舎
ア　対象法人が雇用する介護職員等を居住させるために借り上げている宿舎であること。ただし、対象法人又は対象法人の役員若しくはその親族等が所有するものを除く。
イ　現に補助対象入居者が入居していること。
（暴力団等の排除）
第15条
対象法人が、暴力団（江戸川区暴力団排除条例（平成24年７月江戸川区条例第37号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）である場合又は対象法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等（同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）である場合は、この要綱に基づく補助金の交付対象としない。
